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令和２年度第１回秋田県青少年健全育成審議会全体会 会議録

日時 令和２年７月28日（火）午前９時30分～午前10時20分

場所 秋田県議会棟特別会議室

１ 出席者

○ 秋田県青少年健全育成審議会委員（敬称略、五十音順）14名

東 湖 都 秋田県ＢＢＳ連盟 会員

石 川 信 秋田県書店商業組合 監査役

石 黒 泰 成 秋田少年鑑別所長

岩 崎 通 子 秋田県ボランティア団体連絡協議会員

金 田 早 苗 学校法人聖霊学園 理事

熊 谷 隆 益 公益社団法人青少年育成秋田県民会議 会長

熊 谷 嘉 隆 国際教養大学 副学長

後 藤 武 之 秋田県高等学校長協会 秋田県立秋田明徳館高等学校長

齋 藤 和 彦 秋田県青少年団体連絡協議会 会長

髙 杉 奈穂子 秋田県ＰＴＡ連合会

土 田 いづみ 公募委員

長 門 里 香 秋田県小学校長会 秋田市立豊岩小学校長

濱 田 純 秋田大学客員教授

松 倉 里 美 秋田県警察本部生活安全部少年女性課少年サポート係長

○ 事務局

あきた未来創造部長 高 橋 修

次世代・女性活躍支援課長 信 田 真 弓

次世代・女性活躍支援課政策監 新 号 和 政

同課主幹（兼）班長 伝 農 満

同課副主幹 鈴 木 矩 秀

同課主事 田 中 登 子

同課主事 今 泉 一 樹
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進 行 内 容

事 務 局 １ 開会

部 長 ２ あきた未来創造部長あいさつ

事 務 局 ３ 審議会の概要説明 （資料３、４、４－２の読み上げにより説明）

事 務 局 ４ 委員の紹介（名簿の読み上げにより紹介）

事 務 局 ５ 事務局紹介（名簿の読み上げにより紹介）

６ 役員選任、環境浄化部会委員指名等

事 務 局 それでは、審議に移ります。

本日の審議会は、委員15名中、14名の出席であり、過半数を超えてい

ますので、審議会での議決は成立いたします。

なお、会長が選出されるまでの間、事務局にて議事を進行させていた

だきます。

始めに、次第(5)の役員選任、環境浄化部会委員等の指名に入ります。

役員選任は、会長の選任、会長の職務代理の指定、環境浄化部会長の

選任、環境浄化部会長の職務代理の指定になります。

なお、副会長は部会長が併任することになっております。

お手元に資料４の条例抜粋、資料４－２の審議会運営要綱をお配りし

ていますが、審議会（全体）の会長は、委員の互選によります。また、

会長の職務代理は、会長の指定によります。部会の委員は会長が指名し

ます。

部会長は、部会委員の互選によります。また、要綱により、環境浄化

部会長は、審議会の副会長を併任します。部会長の職務代理は、部会長

の指定によります。
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以上の規定となっておりますので、まずは、委員の皆様に会長を選任

していただきたいと思います。

会長の選任方法について、皆様から意見はございますか。

委 員 （事務局一任の声あり）

事 務 局 事務局としては、国際教養大学の熊谷嘉隆委員を推薦したいと思いま

す。ご異議がなければ、拍手をもって賛成の同意を得たいと思いますが、

いかがでしょうか。

委 員 （拍手）

事 務 局 それでは、会長に熊谷嘉隆委員が選任されましたので、会長は、会長

席にお移り願います。会長から簡単にご挨拶を頂いた後、進行につきま

しては、熊谷会長にお願いいたします。

会 長 改めまして、おはようございます。ただいま会長の任を拝しました、

熊谷と申します。これから２年間、よろしくお願いします。先ほど、あ

きた未来創造部長からのあいさつにありましたように、この審議会は、

これからの秋田もしくはグローバル社会を担っていく人材を育成するた

めに、どうやってソフト・ハードの環境を整備するか、その大枠・方向

性を議論する場と理解しております。それぞれの視点でご意見をいただ

ければと思いますので、どうかよろしくお願いします

会 長 それでは、部会長等の選任ということで、会長の職務代理は私が指定

することになっております。環境浄化部会長は本審議会副会長を併任さ

れます。職務代理は環境浄化部会長にお願いしたいと思っております。

その次に、環境浄化部会委員の指名をします。これまで環境浄化部会の

委員を務めてきた方々や、その後任の方に、引き続き部会委員をお願い

したいと思います。事務局案はありますか。

事 務 局 事務局としては、昨年度委員でありました石川委員、石黒委員、熊谷

隆益委員、後藤委員、濱田委員の５名に引き続き、また、新たに東委員、
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笈川委員、髙杉委員、土田委員、長門委員、松倉委員の計11名を推薦し

たいと思います。

会 長 ただいま事務局から提案がありましたが、いかがでしょうか。

委 員 （異議なしの声あり）

会 長 特に異議はないようなので、ご承諾いただいたものとします。次に、

副会長を兼ねる、環境浄化部会長の選出についてです。委員のみなさん、

何かご提案はありますか。

委 員 （事務局一任の声あり）

会 長 事務局一任でよろしいですか。事務局で何か提案はありますか。

事 務 局 事務局としましては、濱田 純委員を推薦したいと思います。

会 長 皆様、よろしいでしょうか。それでは、拍手をもって賛成くださるよ

うお願いします

委 員 （拍手）

会 長 それでは、環境浄化部会長に濱田委員が選任されました。部会長は、

審議会副会長を兼務し、先に指定がありましたとおり、審議会会長の職

務代理としても選任されます。それでは一言、挨拶をお願いします。

部 会 長 引き続き部会長に就任します。世の中も混沌としてまいりました。適

宜、情勢を見ながら皆さんからご意見を頂いて、さらに良いものにして

いきたいと思います。よろしくお願いします。

会 長 次に、環境浄化部会長から、環境浄化部会長の職務代理の指定をお願

いします。

部 会 長 昨年度まで部会長の職務代理を務めていただいております、石川委員

に引き続きお願いしたいと思います。
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会 長 石川委員、よろしいですか。

石川委員 はい。

会 長 それでは、会長、部会長それぞれの職務代理が決まりました。改めて

確認します。会長に私、熊谷。会長職務代理、副会長（兼）環境調査部

会長に濱田委員。環境浄化部会長の職務代理に石川委員が決まりました

ので、皆様どうかよろしくお願いします。ご異議がなければ拍手をもっ

て賛成をいただきたいと思います。

委 員 （拍手）

会 長 濱田委員、石川委員におかれましては、よろしくお願いします。

次に、次第(6)審議に入ります。本日の議案①秋田県青少年健全育成

審議会運営要綱の一部改正について、事務局から説明をお願いします。

事 務 局 （資料６の読み上げにより説明）

会 長 ただいま説明のあった要綱の一部改正について、質問はありますか。

委 員 （質問なし）

会 長 それでは、要綱の一部改正については承認ということでよろしいです

ね。

委 員 （異議なしの声あり）

会 長 次に②子ども・若者プラン策定部会委員の指名等についてです。先ほ

どの要綱一部改正により子ども・若者プラン策定部会を設置することに

なりますが、部会委員について事務局から提案はありますか。

事 務 局 ５年前に、現行の第２次子ども・若者プランを策定した際の部会構成

員等を参考に、熊谷嘉隆会長、東委員、笈川委員、後藤委員、齋藤委員、

土田委員、長門委員、濱田委員の計８名を推薦したいと思います。
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会 長 ただいま事務局からご提案のあった案について、質問・意見等はあり

ますか。

委 員 （異議なしの声あり）

会 長 それでは、この８名をもって、部会委員としたいと思います。

プラン策定部会の部会長も、互選によります。部会長について、皆さ

んから意見はありますか。

委 員 （意見なし）

会 長 それでは、事務局で案はありますか。

事 務 局 事務局としましては、熊谷嘉隆会長を推薦したいと思います。

会 長 私への指名がありましたが、よろしいですか。

委 員 （異議なしの声あり）

会 長 それでは、プラン策定部会長に就かせていただきますので、よろしく

お願いします。

プラン策定部会長の職務代理の指定についてですが、審議会の副会長

である濱田委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

副 会 長 （異議なしの声あり）

会 長 ありがとうございます。

７ 審議

会 長 続きまして、審議事項③第２次あきた子ども・若者プランの取組状況

等について、そして④第３次あきた子ども・若者プランについて、事務

局から説明をお願いします。
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事 務 局 （資料７、資料８、資料８－２、資料８－３の読み上げにより説明）

会 長 ありがとうございました。ただいま事務局から、今年度までの５年間

のプランの取組と、今後の４年間に対する新たなプランの全体像につい

て説明がありました。何か質問等はありますか。

会 長 私から質問です。資料７の一番下に「改訂の視点」とあります。先ほ

ど第２次あきた子ども若者プランの達成状況について説明がありまし

た。達成している項目もあるし、なかなか達成していないものもある。

第３次あきた子ども・若者プランは達成してないものを強化するという

ことで改訂の視点を選んだのか、それとも先ほど濱田委員の発言にあっ

たように、時代が変わってきている。その流れを見据えて改訂の視点を

選んだのか、その辺りの考え方はどのようなものでしょうか。

課 長 先ほど第２次プランの成果の総括についてご説明しましたが、何点か、

まだ取り組み続けなければならないものもありました。それらについて

は、取組を継続してまいります。かつ、資料７に示した改訂の視点につ

きましては、社会情勢の変化に伴いまして、新たな視点が出てきており

ますので、それらを加えていきたいということです。

会 長 分かりました。ありがとうございました。濱田委員、どうぞ。

濱田委員 今の話と関連して、よろしいでしょうか。先ほどの資料８－３につい

て説明いただいたのですが、目標値を定めるときに、低い目標にすると

達成率は良いですし、慎重に考えていくと、また別の見方も出てくる。

そういった反省も踏まえてプランを立てられると思います。この業績指

標を出す時に、馴染まないところも出てくると思うんですね。そういう

反省は、もう出しているでしょうか。

そして二つ目です。先ほど「概ね達成」という言葉を使っていました

が、私たちから見ると100%以上は達成ですが、80%以上が「概ね」なの

か、それとも65％以上ならば「概ね」と言えるのか、県民にはどのよう

に説明すべきなのか。

この二つの点について、説明をお願いします。
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会 長 事務局いかがでしょうか。

課 長 実は、目標値及び達成率について、この計画独自のものはあまりなく、

他の計画でも用いている目標値が多いです。それにつきましては、それ

らの計画と連動させつつ、あるいはそれぞれの計画策定時と子ども若者

プラン策定時とでは状況が変わったものは、若干、目標値を修正したも

のもあります。目標値の定め方として、100%以上の達成率となっている

ものについては、取組を継続する際には、もう少し高めの目標値を設定

したり、あるいは、もう達成できたということであれば、別の新たな目

標値を定めることも考えなければいけないと思います。

その辺りについては、あきた子ども・若者プラン策定部会で、委員の

皆様とご相談しながら、策定作業を進めて参りたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。

会 長 濱田委員、よろしいですか。

濱田委員 はい。

課 長 達成状況については、本来であれば、数値が目標値に対して100%以上

になって初めて達成したと言えますが、そうは言っても、ハードルが高

い目標を設定しているものもあります。それらにつきましては、８割以

上いっていれば達成に近いかな、という感覚で整理しました。100%以上

達成したものは、本日お配りした資料では６個しかありません。全然達

成できていないのではないか、という見方もあるかもしれませんが、目

標に向けて向けて努力してきたところであり、８割という水準で、まず

は区切ってみたところです。概ね達成というところまで含めますと、お

よそ７割の指標について達成している。過去４年間の取組の状況をみま

すと、まだまだ努力が必要なものもありますので、引き続き、取り組ん

でまいりたいと思います。

会 長 よろしいですか。他には、いかがでしょうか。

私の方からですけれども、数値目標に対する達成率や割合といった、

定量的な分析について話してきましたが、定性的な内容の分析もされて

いると思います。その具体的な内容について、何かありましたらお願い

します。
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課 長 目標については、定量的な数値として分析しています。また、本日お

配りした資料８－３に掲載しておりますが、現状と課題など、それぞれ

の目標について定性的な分析を行っているところです。その内容は様々

なジャンルに渡っておりますが、総体的に、秋田の子どもたちの成長は

順調に進んでいると思います。一方で、課題はまだありまして、インタ

ーネットの普及ですとか、子どもたちの不登校の問題が増えてきている

ことのほか、多様性への理解の促進や、様々な障害を持っている方たち

への配慮、社会的養護の充実などは今後、必要になってくると考えてい

ます。

会 長 ありがとうございます。このようなしっかりした分析はとても重要で、

分析していく中で、県でできること、構造的になかなか改善が図れない

ことなど出てくると思います。前者の方に力点をおいてやることになる

とは思いますけれども、よろしくお願いします

会 長 どうでしょう。他に質問はないでしょうか。

委 員 （質問なし）

８ 報告等

会 長 質問がないようなので、次に移ります。次第(7)報告等に入ります。

優良図書の推奨・有害図書の指定について、事務局から説明してくださ

い。

事 務 局 （資料１０の読み上げにより説明）

会 長 報告ありがとうございます。委員の皆さん、質問・コメント等ありま

すか。

委 員 （質問なし）

会 長 確認ですが、新たな優良図書や有害図書の指定については、この後に
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引き続く環境浄化部会で、また審議するということですね。

事 務 局 はい。

会 長 それでは、そちらの方は環境浄化部会長にお願いします。全体を通し

て何かご意見とか、これだけは伝えておきたいというものはありますか。

特にないようですので、進行を事務局の方に返します。

９ 事務連絡・閉会

事 務 局 ご審議、ありがとうございました。

事務局からの連絡が三つあります。

一つ目です。この全体会終了後、休憩を挟みまして、引き続きこの場

で環境浄化部会を行います。１０時３５分から開会したいと思いますの

で、環境浄化部会委員のみなさまは、お時間になりましたらご着席願い

ます。

二つ目です。説明にもありましたが、あきた子ども・若者プラン策定

部会は８月２７日（木）の開催を予定しています。策定部会の皆様へは、

後日、開催通知を送付しますので、よろしくお願いします。

三つ目です。次回の全体会は１月に開催予定です。後日、委員の皆様

に日程確認等のご連絡しますので、よろしくお願いします。

事務連絡は、以上です。

事 務 局 それでは、これをもちまして令和２年度第１回秋田県青少年健全育成

審議会全体会を終わります。ありがとうございました。


